
平成28年５月12日 
各  位 

 
会 社 名  共同印刷株式会社        

 代表者名 代表取締役社長   藤森 康彰 
（コード番号 7914 東証第１部） 
問合せ先 常務取締役     井戸 一喜 

（TEL. 03-3817-2525） 
 

当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ 
 

 
当社は、平成19年６月28日開催の第127期定時株主総会において株主の皆様よりご承認を得

て、当社の企業価値の向上および株主共同の利益の実現に反すると判断される当社株式の大

量買付行為への対応策を導入いたしました。さらに、同対応策は、平成25年６月27日開催の

第133期定時株主総会において株主の皆様よりご承認をいただき、更新されております（当該

更新後の当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策）を、以下「旧プラン」といいま

す。）。 

旧プランの有効期間は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであり、平成

28年６月29日開催予定の第136期定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終

結の時をもって満了となります。 

これを受けて、当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役全員の賛成により、本

定時株主総会における株主の皆様のご承認を条件に、旧プランを別添のとおり一部修正して

更新することを決定いたしましたので、お知らせいたします（当該３度目の更新後の当社の

買収防衛策を、以下「本プラン」といいます。）。なお、本プランは、旧プランに形式的な

文言等の修正を行っておりますが、内容を実質的に変更している箇所はございません。 

なお、本プランにつきましては、具体的運用が適正に行われることを条件として、当社監

査役全員から賛同を得ております。 
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（別 添） 

 
当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策） 

 
Ⅰ 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 
 上場会社である当社の株式は、株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当

社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合においても、これに応じるか否かは最終的に

は株主の皆様の自由な意思により判断されるべきであると考えます。 
 しかしながら近年わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、

一方的に大量買付提案またはこれに類似する行為を強行する動きが顕在化しています。こうし

た大量買付の中には、対象会社の企業価値および株主共同の利益に資さないものも少なくあり

ません。 
 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の企業理念、さま

ざまな企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値および株主共同の利益を中長期的に確

保、向上させるものでなければならないと考えております。従いまして、企業価値および株主

共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付提案またはこれに類似する行為を行う者

は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。 
 
 
Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取組み 

 

当社では、当社の企業価値の向上および株主共同の利益の実現によって、株主、投資家の皆

様に長期的に継続して当社に投資していただくため、上記Ⅰの基本方針の実現に資する特別な

取組みとして、以下の施策を実施しております。 

この取組みは、上記Ⅰの基本方針の実現に沿うものと考えております。また、この取組みは

当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものでもあ

りません。 

 

 

１．経営理念・経営ビジョンについて 

 

当社は、明治・大正期の出版文化を築いた博文館の印刷工場として、明治 30 年に創業しま

した。以来、印刷事業を通じて文化の発展に貢献するという企業精神は、今日まで脈々と受け

継がれております。受注産業としてお客さまの声を大切にし、お客さまのニーズの変化に柔軟

かつ積極的に応えることにより、出版・商業印刷を中心とする情報系事業から生活・産業資材

にまで幅広く事業領域を拡大し、現在の総合印刷業としての地位を確立いたしました。 

当社の企業価値の源泉は、長い歴史の中で築き上げてきたお客さまとの信頼関係、お客さま

のニーズを形にするための高いノウハウと技術を持つ従業員、そして株主・取引先や地域社会

等の皆さまからの継続的なご支援です。当グループは、経営理念「印刷事業を核に、生活・文

化・情報産業として社会に貢献する」の実現に向けてグループ経営ビジョンを制定しています。

その中で「印刷関連市場で培った企業力を活かし、あらゆる関係者から評価され信頼されると

ともに、従業員にとって働く魅力にあふれた躍動的な企業グループ」をめざすべき企業像とし

て掲げ、過去にとらわれない柔軟で合理的な思考と変革の視点を持ち、目標に向かって邁進し

ていく決意を表明しております。 
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営業・製造・技術・管理などあらゆる部門で働く従業員一人ひとりが「お客さま第一」の視

点に立ち、企画提案力と独自技術、徹底した品質管理に支えられた付加価値の高い製品・サー

ビスを幅広い業界のお客さまに提供し続けることで、顧客満足度を向上させるとともに、市場

での評価を高め、めざすべき企業像の実現に取り組んでまいります。 

 

 

２．中期経営計画に基づく企業価値向上の取組み 

 

当グループの事業は主に、出版印刷、パンフレットやカタログなどの一般商業印刷、ビジネ

スフォームなどの業務用印刷から成る情報系事業と、チューブやカートンなどのパッケージ類

や吸湿フィルムなどの高機能製品を扱う生活・産業資材系事業により構成されています。イン

ターネットの発達や電子メディアの普及により紙媒体の印刷需要が縮小するなか、印刷会社に

求められるものは印刷物の製造だけでなく、お客さまの業務に対するソリューションへと広が

りを見せています。パッケージ類に関しても、安全性向上やユニバーサルデザインなどの観点

から、より機能的な包材が求められるようになっています。 

このようななか、当社および当グループは、経営ビジョンに基づき中期経営計画を策定し、

積極的な経営施策を遂行しております。 

情報系事業においては、業務効率改善や販売促進などのお客さまの課題解決支援を中心とす

るトータルソリューションによって事業領域の拡大を図ってまいります。特に、印刷を軸にそ

の周辺業務全般を請け負う BPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）の市場は今後も伸長が

見込まれます。個人情報を含めお客さまからお預かりする情報を扱うための高いセキュリティ

環境と、データプリントに関する豊富なノウハウおよび生産体制を有する強みを活かし、幅広

い業界を対象にして受注拡大を進めてまいります。一方で、紙媒体の印刷需要減少に対応する

ため、業務の効率化や生産体制の最適化、採算管理の強化を図り利益の確保に努めます。 

生活・産業資材系事業では、ラミネートチューブやラップカートンなど一定のシェアや強み

をもつ製品については、既存市場でのシェア拡大と新規得意先の開拓を進めます。なかでもラ

ミネートチューブに関しては、ベトナム子会社の工場を生産拠点として ASEAN 市場へ参入する

など海外にも販路を拡大することで、売上および利益の拡大をめざしてまいります。また、当

グループでは、開けやすさ、使いやすさを追求した湯切りフタ材「パーシャルオープン」や、

乾燥剤を使わずにパッケージ内部を長期間低湿度に保つことが可能な「モイストキャッチ」を

はじめとする高機能フィルム等の開発を行っております。独自の技術を活かしたこれらの製品

については、製品開発の効率化および迅速化を図りながら競争力を強化し、積極的な提案を行

ってまいります。 

以上の諸施策により、当グループの強みを強化し、事業領域を拡大するとともに収益性と成

長性を向上させ、中期経営計画の達成に向けグループ一丸となって取り組んでまいります。 

 

 

３．コーポレート・ガバナンス強化に向けた取組み 

 

当社は、企業価値および株主共同の利益を持続的に向上させるためには、経営の効率性、健

全性、透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを充実させることが重要であると考えており

ます。 

役員については、取締役のうち１名を社外取締役、監査役のうち２名を社外監査役とし、社

外取締役・社外監査役の３名全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。これ

ら独立社外取締役および独立社外監査役で構成される「独立役員連絡会」を設置し、コーディ

ネーターを常勤監査役が務めることで、経営情報を共有するとともに独立役員間の連携強化を

推進しております。また、代表取締役社長が「独立役員連絡会」を通じて経営、役員人事、役
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員報酬等に関する様々な助言を得ることが出来る仕組みを整備しているほか、半期に一度、社

長・独立役員および常勤監査役による意見交換会を開催し、コミュニケーションの強化を図っ

ております。 

定例取締役会は月１回開催し、重要事項の決定および業務執行状況の監督を行っております。

取締役の任期については、経営責任を明確化し株主による信任の機会を適切に設けるため、１

年としております。取締役会の開催にあたっては、十分な審議時間がとれるよう会日に先立っ

て資料を配付し、社外役員に対しては必要に応じて事前説明を行うこととしております。なお、

継続的に取締役会の実効性向上を図るため、年に１度取締役会のあり方について取締役による

自己評価および議論を行う機会を設けております。 

業務執行における意思決定に関しては、取締役会のほか、常務取締役以上を中心に構成され

る常務会を週１回開催し、審議の機動性を高めております。また、常務会を補完する機関とし

て戦略会議を設置し、経営課題や経営戦略に関しての情報共有および議論を行っております。 

経営リスクへの対処については、法改正等の動きや経営環境の変化に十分留意しながら、各

種の社内規程や組織体制を整備しております。全社的な重要課題に対しては、「企業倫理委員

会」「内部統制委員会」「経営改善委員会」「環境委員会」「品質保証委員会」「製品安全委員会」

「情報セキュリティ委員会」などの各種委員会を設け継続的な活動を行っております。 

当社は監査役会設置会社として２名の社外監査役を含む４名の監査役による監査体制を採用

しています。月１回の定例監査役会を開催するほか、取締役会への出席や重要書類の閲覧など

を通じて取締役の職務執行の監査と経営に関する助言を行うとともに、必要に応じて取締役お

よび使用人に対して業務の執行状況に関する報告を求めております。 

内部監査については、独立部門として設置された監査室が行っております。監査室はグルー

プ会社を含む各部門を対象に、法令および社内規程の遵守状況や業務の適正性等に関する監査

をテーマごとに順次行っております。監査後の改善状況の確認については、半年から１年後に

フォローアップ監査を実施しております。監査室、監査役会および会計監査人は、定期的な情

報交換・意見交換を通じて連携を保っております。 

以上のような体制をとることで監査機能の強化を図り、経営の健全性、透明性を確保してお

ります。 

今後は、執行役員制度を導入することにより機動的な取締役会運営と効率的で迅速な業務執

行を実現し、一層のコーポレート・ガバナンス強化に努めてまいります。 

 

 

４．そのほかの取組み 

 

法令違反や企業倫理綱領に反する行為の早期発見と是正のため、内部通報窓口として「倫理

相談室」を設置しております。これに加えて、職場でのトラブルや悩みなどの相談・通報を匿

名でも受け付ける外部相談窓口「職場のヘルプライン」も新たに開設しました。 

環境面では、「グループ環境方針」に基づき CO２排出量削減やグリーン製品の開発などの具体

的目標を定め、環境負荷低減活動を進めております。個人情報保護の面ではプライバシーマー

クの運用に加え、外部認証 ISO27000（情報セキュリティマネージメントシステム）を取得する

など高度な情報セキュリティ体制を構築しております。 

また、女性社員の能力発揮と活躍を積極的に推進する「Bright Women Support Plan」や男性

社員の育児参加を支援する「KP すくすく育児プラン」をはじめ、多様な価値観を持つ社員が活

躍できる環境を整備し、ワークライフバランスやダイバーシティ・マネジメントを推進してお

ります。 

これらの取組みを通じて企業の社会的責任を積極的に果たし、企業価値の継続的な向上をめ

ざしてまいります。 
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Ⅲ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配され

ることを防止するための取組み 
 

１．企業価値の向上および株主共同の利益の実現 
 

（１）企業価値の向上および株主共同の利益の実現に反する株式の大量買付行為の存在 

 

 以上のとおり、当社においては、企業価値の向上および株主共同の利益の実現に全力で

取り組む所存ですが、近年の資本市場においては、株主の皆様に十分な検討時間を与えず、

また対象となる会社の経営陣との十分な協議や合意などのプロセスを経ることなく、突如

として株式の大量買付行為（下記２（３）①で定義されます。以下同じとします。）を強

行するといった動きも見受けられます。 

 もとより株式の大量買付行為は、たとえそれが対象である企業の経営陣の賛同を得ない

ものであっても、当該企業の資産の効率的な運用につながり、企業価値の向上および株主

共同の利益の実現をもたらすものであれば、何ら否定されるべきものではないと考えます。 

 しかし、このような大量買付行為の中には真に会社経営に参加する意思がないにもかか

わらず、専ら当該会社の株価を上昇させて当該株式を高値で会社関係者等に引き取らせる

目的で行うものなど、企業価値および株主共同の利益を著しく損なうことが明白ないわゆ

る「濫用的買収」が存在する可能性があることは否定できません。 

 また、当社は、前述のとおり、長年築いてきたお客さまとの信頼関係を維持・発展させ

ていくことをはじめ、さまざまなステークホルダーとの良好な関係を継続することが、当

社の中長期的な企業価値の向上を通じて、株主の皆様の利益に繋がるものであることを確

信しております。当社株式の大量買付者（下記２（３）①で定義されます。以下同じとし

ます。）がこれらのことを十分理解し、中長期的にこれらを確保、向上させる者でなけれ

ば、当社の企業価値および株主共同の利益は毀損されることになります。 

 

（２）本プラン更新の必要性 
 
 当社の株式は譲渡自由が原則であり、株式市場を通じて多数の投資家の皆様に自由に取

引いただいています。従って、当社株式の大量買付行為に関する提案に応じるか否かは、

最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものであります。 
 当社としては、上記（１）のような状況下でかかる大量買付行為が行われた場合、当該

大量買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益に資するものであるか否か、株主の

皆様に適切に判断していただき、当社株式の大量買付行為に関する提案に応じるか否かを

決定していただくためには、大量買付者および当社取締役会の双方から適切かつ十分な情

報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。 
 さらに、株主の皆様にとっても、大量買付行為が当社に与える影響や、当社のお客さま、

取引先、従業員その他ステークホルダーとの関係についての方針を含む、当該大量買付者

の当社経営への参画時における経営方針、事業計画などの内容に関する情報は、当社株式

の継続保有を検討する際の重要な判断材料となります。また、当社取締役会が大量買付行

為に対する意見を開示し、必要に応じ代替案を提示することにより、株主の皆様は、双方

の方針、意見などを比較考量することで、当該大量買付行為に関する提案に応じるか否か

を適切に判断することが可能になります。 
 当社は、このような考え方に立ち、旧プランに所要の修正を加えた上で、以下のとおり

本プランとして更新することを決定いたしました。本プランは、大量買付者に対し、本プ

ランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、ならびに大量買
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付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場

合の対抗措置を定めています。 
 なお、現時点において、当社が大量買付行為に関する提案を受けている事実はありませ

ん。 
 

２．本プランの内容 
 

（１）本プランの概要 
 

 本プランは、大量買付者が大量買付行為を行うにあたり、所定の手続に従うことを要請

するとともに、かかる手続に従わない大量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従っ

た場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく害す

るものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対する対抗措置として、原則

として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。  

本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）に

は、①大量買付者およびその関係者による行使を禁止する行使条件や、②当社が本新株予

約権の取得と引換えに大量買付者およびその関係者以外の株主の皆様に当社株式を交付す

る取得条項等を付すことが予定されております。 
 本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該

大量買付者およびその関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希

釈化される可能性があります。 
 

（２）本プランの更新手続 

 

 旧プランは、平成19年６月28日開催の当社第127期定時株主総会による承認を受けて設定

された当社現行定款第13条に基づき、平成25年６月27日開催の当社第133期定時株主総会に

よる承認を得たものでありますが、本プランの更新についても、株主の皆様の意思を適切

に反映するため、同条の規定に基づき、本定時株主総会における決議によるご承認をいた

だくことを条件とします。 

 

（３）本プランの発動に係る手続 
 

①対象となる大量買付行為 

 本プランの対象となる行為は、当社の株券等の一定数以上の買付けその他の有償の

譲受けまたはこれらに類似する行為の結果、 
 
ⅰ. 当社の株券等1の保有者2が保有3する当社の株券等に係る株券等保有割合4の合

 計 

ⅱ. 当社の株券等5の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為を

行う者が所有6しまたは所有することとなる当社の株券等およびその者の特別

関係者7が所有する当社の株券等に係る株券等所有割合8の合計 

 
のいずれかが、20％以上となる者（以下「特定株式保有者」といいます。）による当

社株券等の買付けその他の有償の譲受けもしくはこれらに類似する行為またはその提

案とします（ただし、当社取締役会があらかじめ承認したものを除きます。このよう

な買付け等を以下「大量買付行為」といい、大量買付行為を行いまたは行おうとする

者を以下「大量買付者」といいます。）。 
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1. 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。以下別段の定めがない限

り同じとします。 

2. 金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者と

みなされる者を含むものとします。以下同じとします。 

3. 金融商品取引法第27条の23第４項に規定する保有をいいます。以下同じとします。 

4. 金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいいます。以下同じとしま

す。 

5. 金融商品取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいいます。以下ⅱにおいて同じとし

ます。 

6. 金融商品取引法第27条の２第１項に規定する所有をいいます。以下同じとします。 

7. 金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。ただし、同項第１号

に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府

令第３条第２項で定める者を除きます。以下同じとします。 

8. 金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。以下同じとしま

す。 

 
②本プランの開示および大量買付者に対する情報提供の要求 

 当社は、本プランを株式会社東京証券取引所の規則に従って開示するとともに、当

社のホームページ（http://www.kyodoprinting.co.jp/）に本プランを掲載いたします。 
 大量買付者には、当社取締役会が別段の定めをした場合を除き、大量買付行為の実

行に先立ち、当社取締役会に対して、大量買付行為の内容の検討に必要な以下の各号

に定める情報（以下「本必要情報」といいます。）を日本語で記載した、本プランに

定める手続を遵守する旨の意向表明を含む買付提案書を提出していただきます。なお、

買付提案書には、商業登記簿謄本、定款の写しその他の大量買付者の存在を証明する

書類を添付していただきます。 

 当社取締役会は、上記買付提案書を受領した場合、速やかにこれを下記④に定める

独立委員会に提供するものとします。大量買付者から提供していただいた情報では、

当該大量買付行為の内容および態様等に照らして、株主の皆様のご判断および当社取

締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合

には、当社取締役会が別途要求する追加の情報を、大量買付者から日本語で提供して

いただきます（ただし、当社取締役会は、大量買付者の属性、大量買付者が提案する

大量買付行為の内容、本必要情報の内容および性質等に鑑み、株主の皆様が買収の是

非を適切に判断し、当社取締役会が評価・検討等を行うために必要な水準を超える追

加情報提供の要求を行わないこととします。）。かかる追加情報提供の要求は、上記

買付提案書受領後またはその後の追加情報受領後10営業日以内に行うこととします。 

 
a. 大量買付者およびそのグループ（共同保有者、特別関係者および（ファンドの

場合は）組合員その他の構成員を含みます。）の詳細（具体的名称、資本構成、

業務内容、財務内容および当社の事業と同種の事業についての経験等に関する

情報等を含みます。） 
b. 大量買付者およびそのグループが現に保有する当社の株券等の数、ならびに買

付提案書提出日前60日間における大量買付者の当社の株券等の取引状況 
c. 大量買付行為の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、

大量買付行為の後における当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案

行為等（金融商品取引法第27条の26第１項、同法施行令第14条の８の２第１項、

および株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条に規定する重要
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提案行為等を意味します。）を行うこと。その他の目的がある場合には、その

旨および概要を含みます。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載して

いただきます。）、方法および内容（大量買付行為による取得を予定する当社

の株券等の種類および数、大量買付行為の対価の額および種類、大量買付行為

等の時期、関連する取引の仕組み、大量買付行為の方法の適法性ならびに大量

買付行為の実行の可能性等を含みます。） 

d. 大量買付行為の価格の算定根拠（算定の前提となる事実および仮定、算定方法、

算定に用いた数値情報ならびに大量買付行為に係る一連の取引により生じるこ

とが予想されるシナジーの額およびその算定根拠等を含みます。）の概要 

e. 大量買付行為の資金の裏付け（資金の提供者（実質的な提供者を含みます。）

の具体的名称、調達方法、関連する取引の内容等を含みます。） 

f. 大量買付行為後の当グループの経営方針、経営者候補（当社および当グループ

の事業と同種の事業についての経験等に関する情報を含みます。）、事業計画、

財務計画、資本政策、配当政策および資産活用策（ただし、大量買付者による

買収提案が、少数株主が残存しない100％の現金買収の場合、本号の情報の提供

については概略のみで足りることとします。） 

g. 大量買付行為後の当グループの従業員、取引先、顧客その他の当グループに係

る利害関係者の処遇方針 

h. 大量買付行為のために投下した資本の回収方針 

i. 反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的で

あるかを問いません。）および関連性が存在する場合にはその内容 

j. その他当社取締役会が合理的に必要と判断する情報 

 
 なお、当社取締役会は、大量買付者が出現したことを当社取締役会が認識した場合

はその事実を、また、買付提案書または追加情報を受領した場合はその受領の事実を、

直ちに株主の皆様等に開示いたします。大量買付者から当社取締役会に提供された情

報の内容等については、株主の皆様の判断に必要であると当社取締役会が判断する時

点で、その全部または一部につき株主の皆様等に対する情報開示を行います。 
 

③当社取締役会の検討手続 
 当社取締役会は、大量買付者から提出された買付提案書に記載される本必要情報に

つき、株主の皆様が買収の是非を適切に判断し、当社取締役会の評価・検討等を行う

ために必要な水準を満たすものであると判断した場合（大量買付者による情報提供が

不十分であるとして当社取締役会が追加的に提出を求めた本必要情報が提出された結

果、当社取締役会が買付提案書と併せて本必要情報として十分な情報を受領したと判

断した場合を含みます。）、その旨ならびに下記の取締役会評価期間の始期および終

期を、直ちに大量買付者および独立委員会に通知し、株主の皆様等に対する情報開示

を法令および株式会社東京証券取引所の規則に従って適時・適切に行います。当社取

締役会は、原則として、当該大量買付者による大量買付行為が対価を現金（円貨）の

みとする公開買付けによる当社の全株券等の買付け等の場合には大量買付者に対する

当該通知の発送日の翌日から60日以内、その他の方法による場合は90日以内（以下「取

締役会評価期間」といいます。）に、必要に応じて当社から独立した地位にある第三

者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その

他の専門家を含みます。）の助言を得ながら、提供された本必要情報を十分に評価・

検討し、下記④に定める独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、大量買付行為

に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、大量買付者に通知するとと

もに、適時・適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、大量買付者
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との間で大量買付行為に関する条件・方法について交渉し、さらに、当社取締役会と

して、株主の皆様に代替案を提示することもあります。 

 なお、独立委員会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不発動の勧告を行

うに至らないこと等、当社取締役会が取締役会評価期間内に対抗措置の発動または不

発動に関する決議に至らないことにつき止むを得ない事情がある場合、当社取締役会

は、独立委員会の勧告に基づき、必要な範囲内で取締役会評価期間を最大30日間（当

初の取締役会評価期間の満了日の翌日から起算します。）延長することができるもの

とします。当社取締役会が取締役会評価期間の延長を決議した場合、当該延長の具体

的期間およびその延長が必要とされる理由を、大量買付者および独立委員会に通知し、

株主の皆様等に対する情報開示を法令および株式会社東京証券取引所の規則に従って

適時・適切に行います。 

 大量買付者は、この取締役会評価期間の経過後においてのみ、大量買付行為を開始

することができるものとします。ただし、下記⑦に定める不発動決定通知を受領した

場合は、大量買付者は、同通知を受領した翌営業日から、大量買付行為を行うことが

可能となります。 

 

④独立委員会の設置 

 本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、ならびに、本プ

ランに定めるルールが遵守された場合に当社の企業価値および株主共同の利益を確保

しまたは向上させるために必要かつ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否か

については、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、その判断の合理性および公

正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会

を設置することとします。 

 独立委員会は、３名以上５名以下の委員により構成され、委員は、社外取締役、社

外監査役、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している

者および他社の取締役または執行役として経験のある社外者等の中から当社取締役会

が選任するものとします。本プラン更新時の独立委員会の委員には、髙岡 美佳氏、内

藤 常男氏、公文 敬氏および徳岡 卓樹氏の合計４名が就任する予定です。なお、各委

員の略歴は、別紙１「独立委員会委員の氏名および略歴」に記載のとおりであり、独

立委員会規則の概要は、別紙２「独立委員会規則の概要」に記載のとおりです。また、

独立委員会の判断の概要については、適時・適切に株主の皆様等に対する情報開示を

行います。 

 

⑤対抗措置の発動の手続 

 当社取締役会が対抗措置の発動を判断するにあたっては、その判断の合理性およ

び公正性を担保するために、以下の手続を経ることとします。 

 まず、当社取締役会は、対抗措置の発動に先立ち、独立委員会に対して対抗措置

の発動の是非について諮問し、独立委員会は、この諮問に基づき、必要に応じて、

当社の費用で、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、証券会社、フィナ

ンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含みます。）の助

言を得た上で、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非について勧告を行いま

す。当社取締役会は、対抗措置を発動するか否かの判断に際して、独立委員会によ

る勧告を最大限尊重するものといたします。 

 また、当社取締役会が対抗措置を発動するに際しては、社外監査役全員を含む当

社監査役全員の賛成を得た上で、当社取締役全員の一致により発動の決議をするこ

とといたします。当社取締役会は、当該決議を行った場合、当該決議の概要その他

当社取締役会が適切と判断する事項について、速やかに株主の皆様等に対する情報



 9 

開示を行います。 
 なお、当社取締役会は、独立委員会に対する上記諮問に加え、大量買付者の提供す

る本必要情報に基づき、必要に応じて当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、

証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含

みます。）の助言を得ながら、当該大量買付者および当該大量買付行為の具体的内容

ならびに当該大量買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益に与える影響等を

評価・検討等した上で、対抗措置の発動の是非を判断するものとします。 

 

⑥対抗措置の発動の条件 

ⅰ. 大量買付者が本プランに定める手続に従わずに大量買付行為を行いまたは行お

うとする場合 

当社取締役会は、大量買付者が本プランに定める手続に従わず、大量買付行為

を行いまたは行おうとする場合、大量買付行為の具体的な条件・方法等の如何を

問わず、当該大量買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく害す

るものであるとみなし、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、当社の企

業価値および株主共同の利益を確保または向上させるために必要かつ相当な対抗

措置を講じることといたします。 

 
ⅱ. 大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おう

とする場合 
大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまたは行おう

とする場合には、当社取締役会が仮に当該大量買付行為に反対であり、反対意見

の表明、代替案の提示、株主の皆様への説明等を行う場合であっても、原則とし

て、当該大量買付行為に対する対抗措置は講じません。大量買付者の当社株式の

大量買付行為に関する提案に応じるか否かは、株主の皆様において、当該大量買

付行為に関する本必要情報およびそれに対する当社取締役会の意見、代替案等を

ご考慮の上、ご判断いただくこととなります。 

ただし、大量買付者が本プランに定める手続に従って大量買付行為を行いまた

は行おうとする場合であっても、当社取締役会が、大量買付者の大量買付行為の

内容を検討し、大量買付者との協議、交渉等を行った結果、当該大量買付者の買

付提案に基づく大量買付行為が、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく

害するものであると認めた場合には、取締役会評価期間の開始または終了にかか

わらず、当社取締役会は、独立委員会による勧告を最大限尊重した上で、当社の

企業価値および株主共同の利益を確保しまたは向上させるために、必要かつ相当

な対抗措置を講じることがあります。具体的には、以下に掲げるいずれかの類型

に該当すると判断される場合には、原則として、当該買付提案に基づく大量買付

行為は当社の企業価値および株主共同の利益を著しく害するものに該当すると考

えます。 
 

a. 高値買取要求を狙う買収である場合 

b. 重要な資産・技術情報等を廉価に取得するなど、会社の犠牲の下に大量買付者

の利益実現を狙う買収である場合 

c. 会社資産を債務の担保や弁済原資として流用することにより、当社の企業価値

および株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収である場合 

d. 会社の高額資産を処分させ、その処分利益で一時的高配当をさせるか、一時的

高配当による株価急上昇の機会を狙って高値で売り抜けることにより、当社の

企業価値および株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすような買収であ
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る場合 

e. 当社の株券等の買付条件が、当社の企業価値に照らして著しく不十分または不

適切な買収である場合 

f. 最初の買付けで全株券等の買付けの申込みを勧誘することなく、二段階目の買

付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付けを行うなど、株

主に株券等の売却を事実上強要するおそれがある買収である場合 

g. 大量買付者が支配権を取得する場合の当社の企業価値が、中長期的な将来の企

業価値との比較において、当該大量買付者が支配権を取得しない場合の当社の

企業価値に比べ、著しく劣後する場合 

h. 大量買付者が公序良俗の観点から当社の支配株主として著しく不適切である場

合 

i. 前各号のほか、以下のいずれも満たす買収である場合 

(ⅰ) 当社の企業価値および株主共同の利益を著しく害するおそれがあるこ

とが客観的かつ合理的に推認される場合 

(ⅱ) 当該時点で対抗措置を発動しない場合には、当社の企業価値および株主

共同の利益が著しく害されることを回避することができないかまたは

そのおそれがあると判断される買収である場合 

 

 

 
⑦当社取締役会による対抗措置の発動・不発動に関する決定 

 当社取締役会は、上記⑥ⅰまたはⅱのいずれの場合も、独立委員会の勧告を最大限

尊重した上で、対抗措置の発動または不発動に関する決定を行います。 
 当社取締役会は、対抗措置の発動または不発動の決定を行った場合、直ちに当該決

定の概要その他当社取締役会が適切と認める事項を大量買付者に通知（不発動の決定

に係る通知を、以下「不発動決定通知」といいます。）し、株主の皆様等に対する情

報開示を行います。大量買付者は、取締役会評価期間経過後または当社取締役会から

不発動決定通知を受領した日の翌営業日から、大量買付行為を行うことが可能となり

ます。 
 

⑧当社取締役会による再検討 

 当社取締役会は、一旦対抗措置を発動すべきか否かについて決定した後であっても、

大量買付者が大量買付行為に係る条件を変更した場合や大量買付行為を中止した場合

など、当該決定の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、改めて独立委員

会に諮問した上で再度審議を行い、独立委員会の勧告を最大限尊重して、対抗措置の

発動または中止に関する決定を行うことができます。 
 当社取締役会は、かかる決定を行った場合、直ちに当該決定の概要その他当社取締

役会が適切と認める事項を大量買付者に通知し、株主の皆様等に対する情報開示を行

います。 
 

（４）対抗措置の概要 

 

 当社取締役会は、本プランにおける対抗措置として、原則として、別紙３「新株予約権の

要項」に従った本新株予約権の無償割当てを行います。 
 本新株予約権は、本新株予約権の無償割当てを決議する当社取締役会において定める一

定の日（以下「割当期日」といいます。）における、最終の株主名簿に記載または記録さ

れた株主（ただし、当社を除きます。）に対し、その保有株式１株につき新株予約権１個
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以上で当社取締役会が定める数の割合で割り当てられます。 

 本新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とします。）の価額（行使価額）

は１円であり、本新株予約権１個の行使により、本新株予約権に係る新株予約権者（以下

「本新株予約権者」といいます。）に対して、１株以下で当社取締役会が定める数（調整

がされる場合には調整後の株数）の当社普通株式が交付されます。なお、当社は、本新株

予約権の行使がなされた場合に、当該本新株予約権者に交付する株式の数に１株に満たな

い端数があるときは、適用法令に従い端数の処理を行います。ただし、特定株式保有者お

よびその関係者は、本新株予約権を行使することができないものとします。 

 また、当社は、本新株予約権の行使による場合のほか、本新株予約権に付された取得条

項に基づき、一定の条件の下で特定株式保有者およびその関係者以外の本新株予約権者か

ら、当社普通株式と引換えに本新株予約権を取得することができます。なお、当社は一定

の条件の下で本新株予約権全部を無償で取得することも可能です。 
 さらに、本新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認が必要です。 

 当社取締役会は、本プランにおける対抗措置を発動した場合、当社取締役会が適切と認

める事項について、適時・適切に株主の皆様等に対する情報開示を行います。 
 

（５）本プランの有効期間、廃止および変更 
 

 本プランの有効期間は、本定時株主総会の終結の時から平成31年６月開催予定の平成31

年３月期に係る当社定時株主総会の終結の時までとします。ただし、本プランは、有効期間

の満了前であっても、①当社の株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場

合または②当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、その時

点で廃止されるものとします。 

 また、当社取締役会は、本プランの有効期間中であっても、本定時株主総会の決議による

委任の範囲内において、必要に応じて独立委員会の意見を踏まえた上で、本プランの技術的

な修正または変更を行う場合があります。 

 なお、本プランは平成 28 年５月 12 日現在施行されている法令の規定を前提としており

ますので、同日以後、法令の新設または改廃等により本プランの規定に修正を加える必要

が生じた場合には、当該法令の趣旨に従い、かつ、本プランの基本的な考え方に反しない

範囲で、適宜本プランの文言を読み替えることとします。 

 本プランが廃止、修正または変更された場合には、当該廃止、修正または変更の事実その

他当社取締役会が適切と認める事項について、速やかに開示いたします。 

 また、平成31年３月期に係る当社定時株主総会の終結の時以降における本プランの内容に

つきましては、必要な見直しを行った上で、本プランの継続の可否、または新たな内容のプ

ランの導入等に関して株主の皆様のご意思を確認させていただく予定です。 

 
３．株主および投資家の皆様への影響 

 
（１）本プランの更新時に株主および投資家の皆様に与える影響 

 
 本プランの更新時点においては、対抗措置自体は行われませんので、株主および投資家の

皆様の法的権利または経済的利益に直接具体的な影響が生じることはありません。 

 

（２）本新株予約権の無償割当ての実施により株主および投資家の皆様に与える影響 
 
 本新株予約権は、割当期日における株主の皆様に対し、その保有する当社株式１株につき

１個以上で当社取締役会が定める数の割合により無償で割り当てられますので、その行使を
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前提とする限り、株主の皆様が保有する当社株式全体の価値に関して希釈化は生じません。 

 もっとも、株主の皆様が、本新株予約権の行使期間中に本新株予約権の行使を行わない場

合には、他の株主の皆様による本新株予約権の行使により、その保有する当社株式の価値が

希釈化することになります。ただし、当社は、当社取締役会の決定により、下記（４）②に

記載の手続により、本新株予約権の要項に従い本新株予約権の行使が禁じられていない株主

の皆様から本新株予約権を取得し、それと引換えに当社普通株式を交付することがあります。

当社がかかる取得の手続を行った場合、本新株予約権の要項に従い本新株予約権の行使が禁

じられていない株主の皆様は、本新株予約権の行使および行使価額相当の金銭の払込みをせ

ずに、当社普通株式を受領することとなり、その保有する当社株式１株あたりの価値の希釈

化は生じますが、保有する当社株式全体の価値の希釈化は生じません。 

 なお、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が、本新

株予約権の無償割当てを中止しまたは無償割当てされた本新株予約権を無償で取得する場

合には、１株あたりの当社株式の価値の希釈化は生じませんので、１株あたりの当社株式の

価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により相

応の損害を被る可能性があります。 

 
（３）本新株予約権の無償割当ての実施後における本新株予約権の行使または取得に際して

株主および投資家の皆様に与える影響 

 

 本新株予約権の行使または取得に関しては差別的条件が付されることが予定されてい

るため、当該行使または取得に際して、特定株式保有者およびその関係者の法的権利また

は経済的利益に希釈化が生じることが想定されますが、この場合であっても、特定株式保

有者およびその関係者以外の株主および投資家の皆様の有する当社の株式に係る法的権

利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定しておりません。もっ

とも、本新株予約権それ自体の譲渡は制限されているため、割当期日以降、本新株予約権

の行使または本新株予約権の当社による取得の結果株主の皆様に当社普通株式が交付さ

れる場合には、株主の皆様の振替口座に当社株式の記録が行われるまでの期間、株主の皆

様が保有する当社株式の価値のうち本新株予約権に帰属する部分については、譲渡による

投下資本の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意ください。 

 

（４）本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続等 
 

①本新株予約権の行使の手続 

 当社は、割当期日における最終の株主名簿に記載または記録された株主の皆様に対

し、原則として、本新株予約権の行使請求書（行使に係る本新株予約権の内容および

数、本新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座（特別口座を

除きます。）等の必要事項ならびに株主自身が本新株予約権の行使条件を充足すること

等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による

ものとします。）その他本新株予約権の行使に必要な書類を送付いたします。本新株

予約権の無償割当て後、株主の皆様が行使期間中にこれらの必要書類を提出した上、

本新株予約権１個あたり１円を払込取扱場所に払い込むことにより、１個の本新株予

約権につき１株以下で当社取締役会が定める数（調整がされる場合には調整後の株数）

の当社普通株式が交付されることになります。なお、社債、株式等の振替に関する法

律の規定により、本新株予約権の行使の結果として交付される当社普通株式について

は、特別口座に記録することができませんので、株主の皆様が本新株予約権を行使す

る際には、証券口座等の振替口座を開設していただく必要がある点に、ご注意くださ

い。 
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②当社による本新株予約権の取得の手続 
 当社は、当社取締役会が本新株予約権を取得する旨の決定をした場合、法定の手続

に従い、取得条項が複数ある場合には、それぞれ取得条項ごとに、取締役会の決議を

行い、かつ、新株予約権者の皆様に対する公告を実施した上で、本新株予約権を取得

します。また、本新株予約権の取得と引換えに当社普通株式を株主の皆様に交付する

こととした場合には、速やかにこれを交付いたします。なお、この場合、かかる株主

の皆様には、別途、ご自身が特定株式保有者またはその関係者でないこと等について

の表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式による書面をご提

出いただくことがあります。 
 上記のほか、割当方法、行使の方法および当社による本新株予約権の取得の方法の

詳細につきましては、本新株予約権の無償割当ての実施が当社取締役会において決定

された後、株主の皆様に対して開示または通知いたしますので、当該内容をご確認く

ださい。 
 
 

Ⅳ 本プランの合理性（本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものでは

なく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことおよびその理由） 

 
 当社取締役会は、本プランが、以下の理由により、上記Ⅰの基本方針の実現に沿うもの

であり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的

とするものでもないと考えております。 
 
１．買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること 

 
 本プランは、経済産業省および法務省が平成 17 年５月 27 日に発表した「企業価値・株

主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（「企業

価値・株主共同の利益の確保・向上の原則」、「事前開示・株主意思の原則」、「必要性・

相当性の原則」）を完全に充足しており、また、株式会社東京証券取引所の定める買収防

衛策の導入に係る諸規則の趣旨に合致したものです。なお、本プランは、平成 20 年６月

30 日に公表された、経済産業省に設置された企業価値研究会の報告書「近時の諸環境の変

化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容も勘案しております。 

 

２．企業価値および株主共同の利益の確保または向上を目的として更新されていること 

 

 本プランは、上記Ⅲに記載のとおり、当社株式に対する大量買付行為がなされた際に、

当該大量買付行為に関する提案に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、また当社取締

役会が株主の皆様のために代替案を提示し、大量買付者と交渉を行うこと等を可能とする

ために必要な情報や時間を確保することにより、当社の企業価値および株主共同の利益を

確保または向上することを目的として更新されるものです。 

 

３．株主意思を重視するものであること 

 

 本プランは、更新にあたり株主の皆様の意思を適切に反映させる機会を確保するため、

本定時株主総会において株主の皆様の承認をいただくことを条件として更新されます。上

記Ⅲ ２（２）記載のとおり、本定時株主総会において本プランを承認する議案をお諮りし、

かかる議案が承認されない場合、本プランは更新されません。さらに、本プランの有効期
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間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場

合には、本プランはその時点で廃止されることとなり、その意味で、本プランの更新だけ

でなく存続についても、株主の皆様のご意向が反映されることとなっております。 

また、本プランは、本プランに基づく対抗措置の発動または不発動の判断を株主の皆様

が取締役会に委ねる前提として、当該対抗措置の発動条件を個別の場合に応じて具体的に

設定し、株主の皆様に示すものです。従って、当該発動条件に従った対抗措置の発動は、

株主の皆様のご意向が反映されたものとなります。 

 

４．独立性の高い社外者の判断の重視 

 

 当社は、上記Ⅲ ２（３）④に記載のとおり、本プランの更新にあたり、当社取締役会の

判断の合理性および公正性を担保するために、取締役会から独立した機関として、独立委

員会を設置しています。 

 当社取締役会が独立委員会の勧告を最大限尊重した上で決定を行うことにより、当社取

締役会が恣意的に本プランに基づく対抗措置の発動を行うことを防ぐとともに、同委員会

の判断の概要については、適時・適切に株主の皆様等に対する情報開示を行うこととされ

ており、当社の企業価値および株主共同の利益に適うように本プランの運営が行われる仕

組みが確保されております。 

 

５．合理的な客観的要件の設定 

 
 本プランは、上記Ⅲ ２（３）に記載のとおり、あらかじめ定められた合理的な客観的要

件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な

発動を防止するための仕組みを確保しております。 

 

６．独立した地位にある第三者の助言の取得 

 
 本プランは、上記Ⅲ ２（３）③ないし⑤に記載のとおり、大量買付者が出現した場合、

取締役会および独立委員会が、当社の費用で、当社から独立した地位にある第三者（投資

銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を

含みます。）の助言を得ることができることとされています。これにより、取締役会およ

び独立委員会による判断の公正性および合理性がより強く担保される仕組みが確保されて

います。 

 

７．デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと 

 
 上記Ⅲ ２（５）に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構

成される取締役会の決議によりいつでも廃止できることとされており、取締役会の構成員

の過半数を交代させてもなお発動を阻止できない、いわゆるデッドハンド型買収防衛策で

はありません。 

 また、当社は取締役の任期を１年としており、期差任期制度を採用していないため、取

締役会の構成員の交代を一度に行うことができます。従って、本プランはその発動を阻止

するのに時間がかかる、いわゆるスローハンド型買収防衛策でもありません。 
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（別紙１） 

独立委員会委員の氏名および略歴 
 

本プラン更新当初の独立委員会の委員は、以下の４名を予定しております。 
 

髙岡 美佳（たかおか みか） 

略 歴： 平成13年４月 大阪市立大学経済研究所助教授 

     平成14年４月 立教大学経済学部助教授 

     平成18年４月 同大学経営学部助教授 

     平成19年４月 同大学経営学部准教授 

     平成21年４月 同大学経営学部教授（現任） 

     平成23年５月 株式会社ファミリーマート社外監査役（現任） 

     平成26年５月 株式会社ＴＳＩホールディングス社外取締役（現任） 

     平成26年６月 株式会社モスフードサービス社外取締役（現任） 

     平成27年６月 当社社外取締役（現任） 

 
内藤 常男（ないとう つねお） 

略 歴： 昭和47年４月 住友商事株式会社入社 

     平成８年１月 株式会社エス･シー･エー･タバコ代表取締役専務営業本部長 

     平成12年４月  住友商事株式会社農水産本部嗜好品事業部長 

     平成12年８月 同社物流保険事業本部物流保険総括部長 

     平成13年４月 同社物流保険事業本部物流企画営業部長 

     平成16年４月 同社執行役員物流保険事業本部長 

     平成18年４月  住商グローバル・ロジスティクス株式会社代表取締役社長 

     平成21年４月  千葉共同サイロ株式会社代表取締役社長 

     平成28年６月 当社社外取締役就任予定 

 
公文 敬（くもん たかし） 

略 歴： 昭和48年４月 株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 

昭和60年１月 ＤＫＢインターナショナル・リミテッド（ロンドン）総務部長 

     昭和63年12月 ドイツ第一勧業銀行副社長 

     平成８年６月 株式会社第一勧銀総合研究所取締役調査本部副本部長 

     平成14年７月 株式会社みずほ銀行調査部長 

     平成16年10月 みずほ総合研究所株式会社調査本部上席理事 

     平成21年５月 株式会社タカキュー社外監査役 
     平成21年６月 清和綜合建物株式会社社外監査役 

     平成21年６月 当社社外監査役（現任） 
     平成27年６月 大成温調株式会社社外監査役（現任） 
 
徳岡 卓樹（とくおか たかき） 

略 歴： 昭和56年４月 弁護士登録 

            ブレークモア法律事務所入所 

     平成元年１月 野村證券株式会社出向 

     平成５年３月 日本リーバ株式会社（現ユニリーバ・ジャパン株式会社） 

            社外監査役 

     平成８年３月 日本イーライリリー株式会社社外監査役 

     平成27年６月 当社社外監査役（現任） 
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（別紙２） 

 
独立委員会規則の概要 

 

第１条  当社は、当社株式の大量買付行為への対応策（買収防衛策、以下「本プラン」とい

う。）の導入・更新に伴い、独立委員会を設置する。独立委員会は、取締役会の諮問に

より、本プランに基づく対抗措置の発動または不発動に関する勧告を行い、取締役会の

判断の公正性および中立性の確保に資することを目的とする。 

第２条  独立委員会の委員は、３名以上５名以下とし、以下の条件を満たした者の中から選

任する。選任された委員は、就任にあたり原則として当社に対する善管注意義務条項等

を含む契約を当社との間で締結する。 

① 現在または過去において当社、当社の子会社または関連会社（以下、併せて「当社

等」という。）の取締役（社外取締役は除く。以下同じ。）または監査役（社外監

査役は除く。以下同じ。）等となったことがない者 

② 現在または過去における当社等の取締役または監査役等の一定範囲の親族でない

者 

③ 当社等と現に取引のある金融機関において、過去３年間取締役または監査役等とな

ったことがない者 

④ 当社等との間で一定程度以上の取引がある取引先において、過去３年間取締役また

は監査役等でない者 

⑤ 当社等との取引先ではなく、当社等との間に特別の利害関係のない者 

⑥ 企業経営に関する一定以上の経験者、専門家、有識者等（実績ある会社経営者、投

資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、会社法等を主たる研究対象とする

研究者またはこれらに準ずる者） 

２ 委員の選任および解任は、取締役会の決議により行う。ただし、委員の解任を決議す

る場合、出席取締役の３分の２以上の賛成によるものとする。 

３ 委員の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時（ただし、本プランの

期間中に選任された委員については、選任の時）から、平成31年３月期に係る定時株主

総会の終結の時までとする。 

第３条  独立委員会は、原則として以下の各号に記載される事項について審議・決議し、そ

の決議の内容を、その理由を付して取締役会に勧告する。取締役会は、独立委員会の勧

告を最大限尊重しなければならない。 

① 大量買付者が本プランに定める手続を遵守しているか否か 

② 買付提案の内容が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく害するか否かの

決定ならびに対抗措置の発動または不発動 

③ 対抗措置の中止 

④ ①ないし③のほか、本プランにおいて独立委員会が権限を与えられた事項 

⑤ 本プランに関して取締役会が独立委員会に諮問した事項 

⑥ 取締役会が、別途独立委員会が行うことができるものと定めた事項 
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第４条  独立委員会の決議は、原則として委員の全員が出席し、出席委員の過半数をもって

行う。ただし、委員のいずれかに事故があるときその他特段の事由があるときは、当該

委員を除いた委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行う。 
第５条  独立委員会は、当社の費用で、当社から独立した地位にある第三者（投資銀行、証

券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士その他の専門家を含む。）

の助言を得ることができる。 

第６条  取締役会は、その決議により、独立委員会を招集することができる。 

第７条  取締役会は、独立委員会が審議を行うにあたって必要であると認める場合には、取

締役１名を独立委員会に出席させ、必要な事項に関する説明を行う機会を与えるよう独

立委員会に求めることができる。 

第８条  独立委員会は、取締役会の要請に応じ、勧告を行う理由およびその根拠を説明しな

ければならない。 
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（別紙３） 

 
新株予約権の要項 

 
１．割当対象株主 

本要項記載の新株予約権の無償割当てを決議する当社取締役会（以下「本新株予約権無償割

当て決議」という。）において定める一定の日（以下「割当期日」という。）における最終

の株主名簿に記載または記録された株主（ただし、当社を除く。）に対し、その保有株式１

株につき新株予約権１個以上で当社取締役会が定める数の割合で、新株予約権を割り当てる。 

 
２．発行する新株予約権の総数 

割当期日の最終の当社普通株式の発行済株式総数（当社の保有する当社普通株式の数を控除

する。）と同数以上で当社取締役会が定める数とする。 

 

３．新株予約権の無償割当ての効力発生日 

本新株予約権無償割当て決議において定める日とする。 

 

４．新株予約権の目的である株式の種類および数 

① 新株予約権の目的である株式の種類 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。 

② 新株予約権の目的である株式の数 

新株予約権１個の目的である株式の数（以下「対象株式数」という。）は１株以下で当

社取締役会が定める数とする。 

ただし、第５項により、対象株式数が調整される場合には、新株予約権の目的である株

式の総数は調整後対象株式数に応じて調整される。 

 

５．新株予約権の目的である株式の数の調整 

① 当社が、割当期日後、当社株式の分割もしくは併合または合併もしくは会社分割等を行

う場合、それらの条件等を勘案し、適宜対象株式数の調整を行うものとする。 

② 対象株式数の調整を行うときは、当社は、あらかじめその旨およびその事由、調整前の

対象株式数、調整後の対象株式数およびその適用の日その他必要な事項を各新株予約権

者に書面により通知または定款に定める方法により公告する。ただし、適用の日の前日

までに上記の通知または公告を行うことができないときは、適用の日以降速やかにこれ

を行う。 

 

６．新株予約権の払込金額 

無償とする。 

 

７．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

新株予約権１個の行使に際して出資される財産（金銭とする。）の価額（以下「行使価額」

という。）は、１円とする。 

 

８．新株予約権の行使期間 

本新株予約権無償割当て決議において定める日を初日（以下「行使期間開始日」という。）

とし、本新株予約権無償割当て決議において定める期間とする。ただし、第10項に基づき当

社が新株予約権を取得する場合には、当社が当該取得を通知または公告した日から当該取得

日までの期間、新株予約権を行使することはできない。行使期間の最終日が銀行営業日でな
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い場合にはその翌銀行営業日を最終日とする。 

 
９．新株予約権の行使の条件 

① 本要項において、次の語句は、別段の定めのない限り以下に定める意味を有するものと

する。 
a. 「特定株式保有者」とは、当社の株券等の買付けその他の有償の譲受けまたはこれ

らに類似する行為の結果、 
Ⅰ 当社の株券等の保有者が保有する当社の株券等に係る株券等保有割合の合計 
Ⅱ 当社の株券等の買付けその他の有償の譲受けまたはこれらに類似する行為を

行う者が所有しまたは所有することとなる当社の株券等およびその者の特別

関係者が所有する当社の株券等に係る株券等所有割合の合計 
のいずれかが、20％以上となる者をいう。 

b. a.Ⅰにおいて「株券等」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等

をいう。以下別段の定めがない限り同じ。a.Ⅱにおいて「株券等」とは、金融商品

取引法第27条の２第１項に規定する株券等をいう。 

c. 「保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条

第３項に基づき保有者とみなされる者を含む。 

d. 「保有」とは、金融商品取引法第27条の23第４項に規定する保有をいう。 

e. 「株券等保有割合」とは、金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有

割合をいう。 

f. 「所有」とは、金融商品取引法第27条の２第１項に規定する所有をいう。 

g. 「特別関係者」とは、金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をい

う。ただし、同項第１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公

開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項で定める者を除く。 

h. 「株券等所有割合」とは、金融商品取引法第27条の２第８項に規定する株券等所有

割合をいう。 

② 以下に定める者は新株予約権を行使することができない。 

  特定株式保有者、その共同保有者（金融商品取引法第27条の23第５項に規定する共同保

有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含む。）、もしくはその

特別関係者またはこれらの者が実質的に支配し、これらの者に実質的に支配されもしく

はこれらの者が共同して支配し、これらの者と共同して行動する者と当社取締役会が判

断した者（ただし、その者が当社の株券等を取得または保有することが当社の企業価値

および株主共同の利益を害しないと当社取締役会が認めた者は、これに該当しないこと

とする。） 

③ 上記②の規定に従い、新株予約権者が新株予約権を行使することができない場合であっ

ても、当社は、当該新株予約権者に対して、損害賠償責任その他の一切の責任を負わな

いものとする。 
④ 各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

 
10．当社による新株予約権の取得 

① 当社は、新株予約権の無償割当ての効力発生日（ただし、当社取締役会がこれに代わる

日を定めたときは当該日）の翌日以降、行使期間開始日の前日までの間いつでも、新株

予約権を取得することが適切であると当社取締役会が判断する場合には、当社取締役会

が定める日をもって、無償で新株予約権全部を取得することができる。 

② 当社は、第８項の新株予約権の行使期間が終了する時までの間で当社取締役会が定める

日において、新株予約権１個につき対象株式数の当社普通株式と引換えに、第９項に従

い新株予約権を行使することができる者の新株予約権を取得することができる。 
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11．新株予約権の行使または当社による取得により新たに当社株式を取得した場合の当該株主

の株主総会における議決権行使 

当社が定める基準日後に、新株予約権の行使または当社による新株予約権の取得によって、

新たに当社株式を取得した場合の当該株主は、株主総会において議決権を行使できるものと

する。 

 

12．新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権を譲渡により取得するには当社取締役会の承認を要するものとする。 

 

13．合併、会社分割、株式交換または株式移転の場合における新株予約権の交付およびその条

件 

本新株予約権無償割当て決議において当社取締役会が決定する。 

 

14．新株予約権証券の不発行 

新株予約権証券は、発行しない。 

 

15．新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金および資本準備金 

新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金および資本

準備金の額は、本新株予約権無償割当て決議において定める額とする。 

 

16．新株予約権の行使請求および払込みの方法 

新株予約権を行使しようとするときは、所定の行使請求書（行使に係る新株予約権の内容お

よび数、新株予約権を行使する日、当社株式の記録を行うための振替口座（特別口座を除く。）

等の必要事項ならびに株主自身が新株予約権の行使条件を充足すること等についての表明

保証条項、補償条項その他の誓約文言を含む当社所定の書式によるものとする。）に必要事

項を記載してこれに記名捺印した上、必要に応じて別に定める新株予約権の行使に要する書

類ならびに会社法、金融商品取引法およびその関連法規（日本証券業協会および本邦金融商

品取引所の定める規則等を含む。）上その時々において要求されるその他の書類（以下「添

付書類」という。）を第８項に定める期間中に払込取扱場所に提出し、かつ、当該行使に係

る新株予約権の行使価額全額に相当する金銭を払込取扱場所に払い込むことにより行われ

るものとする。 

 

17．新株予約権行使の効力発生時期等 

新株予約権の行使の効力は、第16項の行使請求書および添付書類が払込取扱場所に到達し、

かつ行使に係る新株予約権の行使価額全額に相当する金銭が払込取扱場所に入金された時

に生じるものとする。 

 

18．法令の改正等 

新株予約権の無償割当て後、法令の制定、改正または廃止により、本要項の条項に修正を加

える必要が生じた場合においては、当該制定、改正または廃止の趣旨および文言を勘案の上、

本要項の条項を合理的に読み替えるものとする。 

以  上 
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（ご参考） 

 

 
Ⅰ 当社株式の状況（平成28年３月31日現在） 

 
1. 発行可能株式総数  360,800,000 株 

 
2. 発行済株式総数   87,828,840 株（自己株式 2,371,160 株を除く） 
 
3. 株主数   5,187 名 
 
4. 大株主（上位 10 名） 

 
当社への出資の状況 

株主名 
持株数（千株） 出資比率（％） 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 12,588 14.33 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 
（退職給付信託口・DIC 株式会社口） 

8,541 9.73 

東京インキ株式会社 5,830 6.64 
株式会社みずほ銀行 2,831 3.22 
東洋インキＳＣホールディングス株式会社 2,169 2.47 
CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 2,103 2.40 
朝日生命保険相互会社 2,000 2.28 
共同印刷従業員持株会 1,894 2.16 
CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS ACCOUNT ESCROW 1,639 1.87 

三井住友信託銀行株式会社 1,482 1.69 
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Ⅱ 大量買付行為開始時のフローチャート 
 
 

当社株式の大量買付行為開始時のフローチャート（事前警告型） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注） 本フローチャートは、本プランの手続の概要を記載したものです。詳細につきましては本文を

ご参照ください。 

 

取締役会評価期間 

原則 60 日または 

90 日以内 

（手続が遵守された場合） 
 

（手続が遵守されない場合） 
 

記載内容が不十分 
 

取締役会による決議（独立委員会の勧告を最大限尊重） 

 

取締役会による決議 

（独立委員会の勧告を最大限尊重） 
 

対抗措置発動せず 

（株主の皆様によるご判断） 

対抗措置発動 

（新株予約権の無償割当て等） 

記載内容が十分 
 

諮問 

 

勧告 

 

大量買付者による買付提案書の提出 

 

当社取締役会の検討手続 

（当社の企業価値および株主

共同の利益を著しく害するか） 

・情報収集、代替案の検討 

・大量買付者との協議・交渉 

・外部専門家等からの助言の

取得 

 

当社株式に対する大量買付行為について、 
当社が開示した買収防衛策に定められた手続の遵守を要請 

 

本プランに定める手続を遵守し

ない大量買付行為であると認め

られる場合 

独立委員会が発動を勧告 

 独立委員会の検討手続 

・外部専門家等からの助言

の取得 

・取締役会に対して対抗措

置の発動の是非について

勧告 

 

当社の企業価値および

株主共同の利益を著し

く害する場合でない 

 

当社の企業価値およ

び株主共同の利益を

著しく害する 

 

大量買付者による手続

不遵守を確認 
 

当社取締役会による追加情報提

供の要求（10 営業日以内） 
 

・当社取締役会による必要情報受領の確認 

・大量買付者および独立委員会に検討開始を通知 
 


